
 

中小企業の賃金動向と今後の見通し 
◆給与水準を引き上げた企業は昨年より上昇も、２

年連続で半数を下回る 

コロナ禍で経営環境が厳しく、従業員の賃上げに
も二の足を踏む企業も多いところです。日本政策金
融公庫が公表した「中小企業の雇用・賃金に関する
調査」結果（調査時点2021年12月、有効回答数5,640
社）によると、2021年12月の正社員の給与水準を前
年から「上昇」させた企業割合は41.1％と、前回調
査（31.2％）から9.9ポイント上昇したそうです。た
だ、コロナ禍前は給与水準上昇との回答が５割を超
えていたことから、２年連続で半数を下回っている
点が指摘されています。 
◆正社員の給与水準上昇の背景 

同調査では、「正社員の給与水準上昇の背景」も
聞いており、「自社の業績が改善」と回答した企業
割合が35.0％と最も高く、次いで「採用が困難」（1
9.3％）、「最低賃金の動向」（18.1％）、「同業他
社の賃金動向」（10.3％）と続いています。 

特に2021年は、「最低賃金の動向」による影響が
前年度よりも増加していることから、過去最大の上
げ幅となった最低賃金の引上げが影響を与えたこと
がわかる結果となっています。 
◆他社との採用競争と給与水準の見直し 

2022年見通しをみると、給与水準を「上昇」と回答
した企業割合は44.4％となっており、増加傾向にあ
ります。コロナによる影響から持ち直している企業
も増える中、すでに人手不足を訴える企業も増えてい
ます。 
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人手不足は売上機会の逸失というリスクを生み、企
業の経営上、影響は非常に大きいところです。今後
、他社との人材獲得競争の中、給与水準の見直しを
検討することも考えられるでしょう。 
【日本政策金融公庫「中小企業の雇用・賃金に関する調査
結果」】 
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tokubetu_220225.pdf 
小学校休業等対応助成金の個人申請手続が改善さ
れました 
◆第６波の影響で小学校休業等対応助成金が期間延

⻑に 

新型コロナウイルスの第６波の影響で、多くの小学
校や保育園で臨時休校・休園が発生し、働く保護者
は子どもの世話をするため仕事を休まざるを得ない
状況になりました。厚生労働省は、このような保護
者に対して活用できる小学校休業等対応助成金の対
象となる休暇期間を６月末まで延⻑し、個人の申請
手続を改善することを公表しました。小学校休業等
対応助成金は、小学校等の臨時休校等により仕事を
休まざるを得ない保護者に対して、有給休暇を取得
させた事業主に賃金が全額（緊急事態宣言まん延防
止等重点措置の実施区域の場合、日額最大15,000円
）支給されます。 
◆個人申請の場合の手続きの改善 

しかし、小学校休業等対応助成金は、昨年の感染拡大時
には従業員が事業主に自分で助成金のことを言い出しに
くかったり、労働局に直接申請をしても後日労働局から
勤め先に確認し同意が得られなければ支給されなかった
りしたため、活用が進みませんでした。このような状況 

から、本助成金の個人申請の手続きが改善され、
労働局の「小学校休業等対応助成金に関する特別
相談窓口」で労働者からの相談内容に応じて
事業主に助成金活用の働きかけを行い、事業主が
休業させたことの確認が得られていない場合でも
、まずは申請を受け付けることになりました。 
【厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による
小学校休業等対応助成金について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy
ou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html 
4 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

11 日 
○ 源泉徴収税額・住⺠税特別徴収税額の納付［郵便局

または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 

15 日 
○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出

［市区町村］ 
5 月 2 日 

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］ 
○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、１月〜３

月分＞［労働基準監督署］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 公益法人等の法人住⺠税均等割の申告納付［都道府
県・市町村］ 


